
定款の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的）

第２条 当社は、次の事業を営むことを

目的とする。

（１）・（２） （略）

（３） 当社の属する企業集団に属

する他の会社のための市場の開設

に関連するシステムの設計、運用

若しくは保守又はプログラムの設

計、作成、販売若しくは保守を行

う業務

（４） 前３号に附帯する業務

２ （略）

（目的）

第２条 当社は、次の事業を営むことを

目的とする。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３） 前２号に附帯する業務

２ （略）

付 則

この改正規定は、平成３１年３月１日

から施行する。


